
 
平成25年6月18日 11:30以降解禁 

平成２５年６月１３日 

      資料提供先 福山市市政記者クラブ 
 

 

【第2回】特殊車両に対する指導取締を実施します！！  
～指導取締要領の一部改正を受けて、取締の強化を図ります～ 

  
 

道路を通行する大型トレーラー等の特殊車両については、道路構造の保全や交通安全 

のため、通行に際し、道路管理者の許可が必要です。 

しかし、無許可や違法な状態で走行している車両が多く見受けられるのが現状です。 

     福山河川国道事務所では、特殊車両通行許可制度の普及啓発と違反車両に対して是正 

指導を行うことを目的に、広島県警察の協力を得て、特殊車両の指導取締を定期的に実 

施します。 

この度、「特殊車両の通行に関する指導取締要領」の一部改正（平成25年3月1日施行） 

を受け、今後は違反行為を繰り返す違反者に対し、会社名や違反内容を公表する措置を 

行うなど、更なる取締りの強化を図ります。 

 

■ 日  時： 平成２５年６月１８日(火) 9:30～11：30 
        ※平成２５年度は第２回目の取締となります。 

■ 場  所： 一般国道 2号 大門取締基地（上り）  

           （所在地：福山市大門町野々浜地内）（別紙－１） 

■ 協力機関： 広島県警察本部 交通部 交通機動隊 

広島県福山東警察署 

■ 留意事項： 取締予定の報道解禁は、取締日の 11時 30分以降 と 

させていただきますので、ご協力をお願いいたします。 

          なお、取締時のカメラ取材は可能です。 

 

お問い合わせ先 

 国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所 

           副   所   長   沢口 E

さわぐち

A A E俊樹 E

と し き

 

【担  当】道路管理第一課長   本多
ほ ん だ

 達子
た つ こ

 

   TEL(084）923‐2553 

   TEL(084）923‐2620(代表)  FAX(084）923‐2517 

  ホームページ http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/ 

【広報担当窓口】調査設計第二課長 平
ひら

西
にし

 邦
くに

裕
ひろ

 

    TEL(084）923‐2620（代表） 

平成２６年度全線開通に向け、尾道松江線を整備中！ 

福福山山河河川川国国道道事事務務所所  お知らせ 



 

（別紙－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大図 
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※取締結果及び状況 
 

平成２５年５月２４日（金）に今年度【１回目】の特殊車両指導取締を行いました。 

 
  １回目の取締において、２台の取締を行い２台に違反があったため、警告書を発行し、 

許可の申請及び条件の確認をするように是正指導しました。 

  ※違反内容内訳： 許可証不携帯及び通行条件違反 ・・・ １台 

           通行条件違反         ・・・ １台 

 

 現在までに、警察機関の御協力もありトラブルは発生しておりません。 

今後も引き続き円滑な特殊車両指導取締を行って行きます。 

 

 

車両重量計測風景  

 

 
 

 

車両寸法計測風景  

 

 
 

※ 掲載の車両写真は、取締の状況写真であり違反の車両ではありません。 

 

 



 



 


